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①水路の掘削、井戸の掘削、動力線の架設、送水管の設置、揚水機場の設置及びそ

の他揚水確保のための工事に必要な経費。

②揚水機（揚水機占用動力機を含む）及び揚水機の付属部品の購入並びに貸借に必

要な経費。

③揚水機の稼働に伴う電力料金、燃料費及び 等に要した経費。番水

④その他知事が必要と認める経費。

手続き

補助事業の決定

申請者

干害応急対策事業出来高調書の提出（資料１）

土地改良事務所長

現地調査により確認し、結果を進達

知事

補助対象額を決定し、結果を通知

土地改良事務所長

補助金の交付決定

申請者

干害応急対策事業補助金交付申請書を提出（資料２）

土地改良事務所長

審査の後、補助金の交付決定を通知

申請者

出来高を確認するために必要な資料

①機械器具費については、契約書、請求書、領収書

②揚水機等の燃料費（電気料金等）は、本年及び過去３カ年の平均実績値

③番水に要した経費については、帳簿類


